
元号改元に伴う保安基準適合証等の運用例について【改訂版】（1）

国土交通省から各運輸支局等への通知内容（抜粋）

○保安基準適合証、限定保安基準適合証については、申請者又は該当書類の作成者が「平成」
を「令和」に訂正し、訂正印の捺印がない場合であっても（受理して）差し支えない。また、
当該書類が「平成」を訂正しないで用いた場合であっても、特段の訂正をせずに用いても差
し支えないものとする。

○保安基準適合標章については、「平成」を「令和」に訂正のうえ使用するものとする。なお、
この場合においては、訂正印は、必要ないものとする。
※裏面の取扱い：適合標章の裏面については、当該標章を表示する際、内側に折り畳み表示

しているものであり、裏面を自動車の前面に表示するものでもないことか
ら、「平成」を「令和」に訂正しないで用いた場合であっても、特段の訂
正をせずに用いて差し支えない。（平成31年4月26日）

元号改元に伴う自動車検査登録・整備等業務の取り扱いについて、平成31年4月1日に国土交通省
より各運輸支局等へ通知された。
その中で、保安基準適合証等の運用については、以下のとおりとされた。

参考



元号改元に伴う保安基準適合証等の運用例について【改訂版】（2）

○保安基準適合証、限定保安基準適合証の運用例
令和元年5月1日以降に保適証の交付を行う場合で、従前の保適証を使用する場合
記載例）平成表記を二重線等で訂正し、上部等に令和を記入し、令和に即した年月日を記入する。
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訂正する際に訂正印の押印は必要ありません。

「平成」を訂正し、「令和」を記載してください。

なお、「平成」を訂正しないで用いた場合であっても、特段の訂正をせずに
用いても差し支えない。

保険期間は基本的には自賠責証書の通り記載してください。

なお、「平成」を訂正しないで用いた場合であっても、特段の訂正をせずに用いても差
し支えない。



元号改元に伴う保安基準適合証等の運用例について【改訂版】（3）

○保安基準適合標章（紙・電子）の運用例
令和元年5月1日以降に保適証の交付を行う場合で、従前の保適証を使用する場合
記載例）平成表記を二重線等で訂正し、上部等に令和を記入し、令和に即した年月日を記入する。
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（表） （裏）

適合標章の裏面（保安基準適合証の3枚目）については、「平成」を「令和」に訂正しないで用いた場合であっ
ても差し支えない。
訂正する際に訂正印の押印は必要ありません。

適合標章（表）に印字されている「平成」表記は必ず
訂正のうえ、「令和」を記入してください。

※電子の場合であっても当該項目については手書
き修正も可。

なお、裏面については、「平成」を訂正しないで用い
た場合であっても、特段の訂正をせずに用いても差
し支えない。

保険期間は基本的には自賠責証書の通り記
載してください。

なお、「平成」を訂正しないで用いた場合で
あっても、特段の訂正をせずに用いても差し
支えない。
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